
 

建築ＣＰＤ情報提供制度の認定プログラム【５単位】 

 
主催：(一社）佐賀県建築士事務所協会、（一社）日本建築士事務所協会連合会 

 
地震発生後の被災建築物については、被災各県において応急危険度判定活動が実施され、その後、

被災建築物の所有者からの依頼により、被災建築物の再使用の可能性や、復旧するための被災度区

分判定及び復旧業務の迅速な実施が重要となります。 

被災度区分判定は、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者が当該建築物の沈下、

傾斜および構造躯体の損傷状況から被災建築物の耐震性能を推定し、継続使用のための復旧の要否

とその程度を建築士事務所の業務として判定するものです。本講習会は、震災建築物の被災度区分

判定および復旧に伴う設計・工事監理を行うことのできる建築士事務所を育成することを目的とし

ています。 

 今般、２０１５年の標記講習テキストの大幅な改訂による講習会の実施より５年が経過したこ

とにより、２０１５年版講習会テキスト発行後の知見や改訂時に対応できなかった課題を別冊資料

としてまとめ、これらをテキストとして、本講習会を実施することといたしました。 

なお、受講修了者のうち希望する建築士には(一財)日本建築防災協会より技術者証(有料・ｶｰﾄﾞ式)

が発行され、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定復旧技術者名簿」に掲載されます。 

また、その建築士を有する建築士事務所で、希望する建築士事務所を対象に建築士事務所名簿を

作成して都道府県に提出すると共に、（一財）日本建築防災協会のホームページに掲載し、震災後

対策として住宅相談や被災度区分判定等の活動が必要となった際の建築士事務所（建築士）の検索、

協力要請等の資料として活用します。 

＊技術者証の発行は、建築士資格を有する者に限ります。 

＊建築士事務所名簿への掲載は、技術者証発行希望者を有する建築士事務所となります。 

 

 

 
 

記 

主催：(一社）佐賀県建築士事務所協会、（一社）日本建築士事務所協会連合会 

共催：（一財）日本建築防災協会 

後援：佐賀県、（公社）日本建築士会連合会、（公社）日本建築家協会 
 

1)受講対象  

建築士事務所に所属する１級・２級・木造建築士、建築および防災関係の行政職員 
 

2)講習日・定員・会場 

講 習 日 会    場 定 員 

令和 4 年 2 月 18 日(金) 佐賀市文化会館 大会議室 60 名 

 
3)受講料について          ※技術者証発行手数料は含みません。  

  （一社）佐賀県建築士事務所協会会員  6,150 円 

会員以外              8,150 円 
 

4)使用するテキストについて 

① 必須 別刷資料  4,000 円（全構造） テキストは当日会場でお渡しします。 

  ② 任意（すでにお持ちの方は購入の必要はありませんが、講習では内容に触れますので 

講習時にはお持ちください）  

2015 年改訂版 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針  7,920 円（税込） 
 

5) 技術者名簿掲載及び技術者証の発行（カード式）について 

   技術者証発行手数料 1,100円（希望者のみ、送料・消費税込み）   
受講修了された建築士で希望者には、技術者証（有効期間５年・令和９年3月31日まで）

を有料で発行し「技術者名簿」に掲載します。なお、技術者証は（一財）日本建築防災協会

震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および 

復旧技術指針講習会（全構造編） 

 

平成28年度講習を受講し、技術者証を申請した方は令和4年3月末が有効期間満了となります。 

技術者証及び技術者名簿の更新をご希望の場合は本講習会を受講のうえ、申請が必要となります。 

 



から発送されます。 

発行希望の場合は、発行手数料を受講料に加算してお支払いください。 
 
また、「発行申込書（別紙1）」は写真１枚（サイズは縦3.5㎝×横2.5㎝裏面氏名記入の 

もの）を添えて、講習会当日、会場に持参してください。 
 

6)建築士事務所名簿への掲載 

   技術者証発行希望者を有する建築士事務所のうち掲載希望の建築士事務所を対象に

「技術事務所名簿」を作成し、その名簿を佐賀県に提出するとともに（一財）日本建築防

災協会ホームページに掲載し、震災時に活用します。 

掲載希望の場合は「掲載申込書（別紙２）」をご記入の上、講習会当日、会場に持参して 

ください。 
 

7)講習内容（予定） 

 
8)申し込み方法 

受講料（技術者証発行希望の場合は 1,100 円加算）、テキスト代の合算を下記口座にお

振込の上、受講申込書に振込控えの写しを添えてＦＡＸにてお送りください。なお、振

込手数料は各自ご負担願います。欠席の場合でも返金は致しません。 
  

【振込先】佐賀銀行県庁支店 普通預金 1 5 0 7 9 4 7 
      
振込票の控えを領収書に替えさせていただきます。また、受講票は発行しませんので、

講習会当日、遅れずに会場へお越しください。（9:30～受付開始） 
 

9)締め切り日  令和 4 年 2 月 10 日  

※定員になり次第締め切ります。 
   

10)講習日に持参するもの 

   ①筆記用具等 

②昼食 

③技術者証発行申込書(別紙 1) 

④写真１枚（ 縦 3.5 ㎝×横 2.5 ㎝裏面氏名記入 ） 

⑤技術建築士事務所名簿掲載申込書(別紙２)   

  ※受講票は発行しません。講習会当日遅れずに会場へお越し下さい。（受付 9:30～） 

   ※テキストは会場にて配付します。 

   ※2015 年改訂版テキストをお持ちの方はご持参ください。 

 

11)お問い合わせ（申込先） 

（一般社団法人）佐賀県建築士事務所協会 

〒840-0041 佐賀市城内 2 丁目 2 番 37 号 

TEL：0952-22-3541 FAX：0952-22-3668     

時間割  講   習   内   容  講    師  

9:00～9:30 受付   

9:30～9:40 挨拶・目的(10 分)  

9:40～10:30 被災度区分判定の考え方(50 分) ＤＶＤ講習 

10:30～10:40 （休 憩）  

10:40～12:10 木造建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針(90 分) ＤＶＤ講習 

12:10～13:10 休     憩    （昼  食）                      

13:10～14:40 鉄骨造建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針(90 分) ＤＶＤ講習 

14:40～14:50 （休 憩） 

14:50～16:20 
鉄筋および鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の被災度区分判定基準およ

び復旧技術指針(90 分) 
ＤＶＤ講習 


